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令和７年度  事 業 計 画 

 

【基本方針】 

いま国では、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係

を超えて、地域住民や地域の多様な主体が〔我が事として〕参画し、人と人、

人と地域の社会資源が世代や分野を超えて〔丸ごと〕つながることで、住民一

人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく「地域共生社会」の実

現を目指しています。 

全国の社会福祉協議会においては、地域福祉を推進する団体として、住民主

体の理念（活動の中心に住民を置くこと。住民ニーズを捉え活動すること。住

民の主体形成と組織化を基礎とすること）に基づき、地域住民及び福祉組織・

関係者の協働により地域生活課題の解決に取り組み、誰もが支え合いながら安

心して暮らすことができる「ともに生きる豊かな地域社会」づくりを推進する

ことを使命として活動しています。 

このような状況の中、当協議会では、支援が必要な人や支援が行き届いてい

ない人を見逃すことなく受け止め、さまざまな活動や事業を通じて住民や関係

者とともに、人と人とのつながりづくりや「ここに居ていい」と感じられる居

場所づくりに取り組み、孤独や孤立を防ぎ、生活に安心感や楽しみ・生きがい

をもたらす地域づくりを進めていきます。 

また、発展・強化計画及び第４次地域福祉活動計画の取り組みを着実に進め、

本協議会組織の基盤強化とともに市民の期待に応えられる組織づくりに努めて

いきます。 

 

【重点項目】 

１．助け合い意識の醸成と市民がつながる地域づくり促進 

   地域福祉活動計画の「基本目標６助け合いの醸成と市民がつながる地域

づくりの推進」に積極的に取り組み、新たな広報媒体を検討し幅広い世代
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に情報を届けるとともに、支援が行き届きにくい人の声を受け止めるため

の仕組みづくりをすすめ住民ニーズ把握に努めます。 

また、市民の多くが身近な課題を自分ごとと捉え、市民が楽しみながら

福祉の教養を深め学ぶことができる場を提供し助け合い意識の醸成を促進

します。ひいては、その知識を活かしボランティア活動やよりそい型の福

祉活動、地区社会福祉協議会活動へ参加できる機会を増やし、地域住民ど

おしがつながりゆるやかに助け合う「ともに生きる豊かな地域社会」づく

りに取り組みます。 

 

２．権利擁護と自立支援の取り組み 

⑴ 成年後見制度の利用促進 

      日常生活を営む上でサービスを利用するための契約や判断が困難な

方が、成年後見制度を適切に利用できるように制度の周知及び相談体

制を整備し、尊厳のある自分らしい生活が継続できるように支援しま

す。 

また、高齢者や障がいのある方の法人後見として、弁護士等専門職

での受任が困難な方や「生活、療養看護」を行う身上保護および財産

管理のニーズが高い方の支援に努めます。更に、業務に従事する法人

後見支援員の育成に取り組みます。 

 

⑵ 生活困窮者自立支援制度事業の充実・強化 

生活・就労相談室に相談支援員を配置し、生活の悩みや経済的な困

りごとなど相談者と一緒に考え、地域において自立した生活が送れる

よう、問題解決に向けたお手伝いをします。 

また、生活困窮者自立相談支援事業の核である伴走型支援を基軸と

し、ＳＯＳが出しにくい支援対象者に対し、行政、関係機関、地域等

と連携しながら支援していきます。更に、多様な社会参加に向けた社

会資源の開発や開拓に取り組みます。 
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３．社会福祉協議会の発展に向けた運営基盤の強化 

⑴ 発展・強化計画の推進 

      本協議会が５か年で重点的に取り組む事項をまとめた発展・強化計

画と地域福祉活動計画との一体的な推進を役職員が意識し、地域福祉

活動の積極的な支援を計画的に進められるように努めます。 

   〔発展・強化計画 基本方針〕 

   １．市民とともに育つ社協活動の推進 

   ２．市民（誰も）が知っている社協活動の推進 

   ３．市民とつながり協働する社協活動の推進 

   ４．市民が安心して暮らせる社協活動の推進 

   ５．組織の充実、強化を図る社協活動の推進 

 

⑵ 人材の確保・育成・定着 

      多様化する福祉ニーズに対応するため業務の効率化を図るとともに、

事業が安定的に継続できるよう人材の育成に努めます。また、働き方

改革の対応として、必要となる改善項目の洗い出しと、それに伴う就

業規則等の改正を行うなど、職員が働きやすく働き続けられる職場づ

くりを進めます。 

 

⑶ 社会福祉法人の健全な運営 

      経営状況及び財務状況を正確に把握するとともに、職員並びに各部

署単位でのコスト意識の醸成を図るため、予算管理の徹底と事務事業

の見直しを行い、健全な運営と計画的な財務管理を行います。また、

会費や共同募金の重要性について積極的に市民に周知し、自主財源の

確保に努めます。 
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【具体的な取り組み体系図】 
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１ 地域福祉推進体制の

充実・発展 
【Ａ】安心・安全な暮らしサポート 

⑴  地域コミュニティ活動の推進 

⑵  在宅支援サービスの実施 

⑶  移動手段の支援 

⑷  災害時及び緊急時のサポート 

【Ｂ】社会参加の場の提供 

⑴  市民の社会参加促進と福祉人材の育成 

⑵  社会活動の場と手段に関する支援 

【Ｃ】豊かなくらしサポート 

⑴  支え合いと協働の地域づくり支援 

⑵  住民参加・協働によるボランティア活動の推進 

２ 日常生活を支援する

サービスの充実 
⑴  権利擁護と自立支援の取り組み 

⑵  総合的な相談機能の取り組み 

３ 自立生活を支援する

サービスの提供 
⑴  介護サービス関連の取り組み 

⑵  障害福祉サービス関連の取り組み 

４ 社会福祉協議会の基

盤強化 
⑴  組織・運営に関すること 

⑵  財務に関すること 

⑶  人材確保・育成に関すること 

⑷  広報・啓発に関すること 

⑸  福祉団体の支援 

⑹  第４次地域福祉活動計画の推進 
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⑴ 地域コミュニティ活動の推進 

【事業実施計画表】 

１．地域福祉推進体制の充実・発展 

【Ａ】安心・安全な暮らしサポート 

 

  

①地区社会福祉協議会活動の支援 

事 業 概 要 ・小地域の福祉活動を推進するために市内 13 地区に地区社会福祉

協議会を設置している。また、市民の福祉の増進を図ることを目

的に、当該地区の実状に即した地域福祉活動の支援を行う。 

期待される 

効 果 

・地域住民に直接的な事業展開をしている活動が広く認知されるこ

とで理解者が増え、助け合い意識の醸成が進むと考えられる。 

・担い手の発掘や地域福祉ニーズ解決のための取り組みを行うこと

で、福祉活動が活発化し、人に優しい地域づくりを推進する効果

が期待される。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・地域福祉活動計画（地区別活動目標）の取り組み推進 

・地区社会福祉協議会活動による地域住民や他機関との交流促進 

（地域住民のつながり強化、見守り活動の取り組み推進） 

年 次 計 画 ・13地区社会福祉協議会との協働活動（通年） 

・地区社会福祉協議会連絡会の開催（６月、９月、12月、３月） 

・地区社会福祉協議会福祉推進員研修会の開催（２月） 

 

②ふれあいいきいきサロンの支援 

事 業 概 要 ・子どもから高齢者が地域の中で楽しく「仲間づくり」「出会いの

場づくり」「健康づくり」を進めることにより、いきいきした活

力や生きがいを得ることを目的に設置されたふれあいいきいき

サロン事業の支援を行う。 

期待される 

効 果 

・高齢者の孤立感や孤独感の解消、介護予防などに効果がある。 

・地域で顔見知りができ、災害時の声かけなど、地域の防災力向上

に役立つ。 

・サロンでの会話の中から、日頃の心配ごとや地域の福祉課題を発

見し、解決のために関係者・機関と協力するなど地域の福祉力向

上につながる。 

・サロンに協力することで身近な地域のボランティア活動への参加

ができる。 



6 

 

⑵ 在宅支援サービスの実施 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・各運営グループ活動が充実するよう支援 

・サロン数の増加 

・担い手の発掘 

年 次 計 画 ・サロン運営者の研修会の実施                 

・補助金制度の検討会議の実施 

・広報紙、ホームページ等を活用し情報発信 

・ボランティア・市民活動センターとの連携 

 

 

 

 

 

①地域みまもりサービス事業の実施 

事 業 概 要 ・市内に居住する 70 歳以上のひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯

で特に見守りを必要とする高齢者（世帯）を対象に、定期的に訪

問することで地域との交流を促進し、孤独感の解消を図るととも

に安否確認を行うことを目的に実施する。 

期待される 

効 果 

・定期的に訪問することで地域との交流や孤独感の解消を図るとと

もに安否の確認を行うことができる。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・互いに見守り、支え合える地域づくりの推進に努め、また新たな

支え合いの仕組みづくりを推進する。 

・事業の見直しと新たな取り組みについての検討 

年 次 計 画 ・福祉推進員等ボランティアによる居宅への訪問（月１回） 

・事業内容についての意見交換 

 

  ②有料配食サービス事業の実施 

事 業 概 要 ・日常生活に支障のある市内に居住するひとり暮らし高齢者、高齢

者世帯及び心身障がい者を対象に生活状況、経済状態等を考慮

し、在宅生活を支えることを目的に実施する。 

期待される 

効 果 

・食事を通した健康づくり並びに利用者の身体状況の把握 

・移動が困難な買い物弱者への支援 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・利用者の健康や安否の確認を行い、在宅生活を支える。 

年 次 計 画 ・契約業者等による居宅への弁当の配達（週２回） 
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③住民参加型在宅福祉（家事援助）サービス事業の実施 

事 業 概 要 ・市民の参加と協力を得て、支援を必要とする利用会員に対して協

力会員を派遣し、日常生活の支援を行う会員制の有償家事援助サ

ービスを提供する。 

期待される 

効 果 

・日常生活支援の必要な方の負担を軽減することができる。 

・市民同士の相互扶助の意識づくりと助け合い活動を強化すること

ができる。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・安定した事業運営ができるように協力会員の確保に努める。 

年 次 計 画 ・サービスの提供 

・協力会員研修会の実施（３月） 

・協力会員の拡充強化 

 

④福祉用具貸出事業の実施 

事 業 概 要 ・市内に居住する低所得世帯や介護保険非該当者等に福祉用具（車

いす）を貸し出しすることにより、在宅介護及び生活を側面的に

支援し、福祉サービスの向上を図ることを目的に実施する。 

期待される 

効 果 

・在宅介護及び日常生活の支援につながる。 

・利用者の費用負担の軽減 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・利用者が安心して利用できるように、定期的なメンテナンスを実

施する。 

年 次 計 画 ・福祉用具（車いす）の貸出 

・修理、整理（随時） 

   

⑤介護者リフレッシュ事業の実施 

事 業 概 要 ・家族で介護を行っている介護者等を対象に、介護に関する相談会 

及び交流会を行い、心身のリフレッシュを図ることを目的に実施

する。 

期待される 

効 果 

・介護者の精神的負担の軽減、情報交換及び仲間づくり等の場とな

る。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・介護者が参加しやすい企画に努める。 

年 次 計 画 ・年２回実施（11月、２月） 
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⑶ 移動手段の支援 

⑥みんなの介護スクール事業の実施 

事 業 概 要 ・介護について関心のある方に対し、介護などに関する講習会を行

うことにより介護の知識、技術を身につけ、もって在宅福祉の推

進を図ることを目的に実施する。 

期待される 

効 果 

・介護者の精神的及び身体的負担の軽減につながる。 

・介護に関する技術及び知識の向上を図ることができる。 

・情報交換及び仲間づくりの場となる。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・介護者や市民が興味関心のある企画や事業に努める。 

年 次 計 画 ・年２回実施（11月、２月） 

 

 

 

 

 

 

①福祉輸送サービス事業の実施 

事 業 概 要 ・単独での公共交通機関の利用が困難な利用会員に対して、市民の

参加と協力による協力会員を派遣し、有償で車両の運転による送

迎・輸送サービスを行う。 

期待される 

効 果 

・移動困難な方の外出支援につながる。 

・市民同士の相互扶助の意識づくりと助け合い活動を強化すること

ができる。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・安定した事業運営ができるように協力会員の確保に努める。 

・運行前後に対面確認を行い、安全にサービスが提供できるように

努める。 

年 次 計 画 ・サービスの提供、サービス内容の検討 

・運行管理（対面確認）の実施 

・事業のＰＲ 

・福祉有償運送運転者講習会の実施 

・協力会員研修会の実施（3月） 

・協力会員の確保 
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②福祉カー貸付事業の実施 

事 業 概 要 ・市内に居住する心身障がい者及び高齢者の社会参加を促進し、福

祉の向上を図ることを目的に車両（車いす対応車、寝台対応車等）

の貸出しを実施する。 

期待される 

効 果 

・心身障がい者及び高齢者等、移動困難者の外出支援につながる。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・利用状況に応じての設置場所及び設置台数を見直し、適正な車両

配置をする。 

年 次 計 画 ・車両の貸出（随時） 

・車両の整備 

・設置台数の見直し及び車両の老朽化による車両整備の検討 

 

③マイクロバスの貸出 

事 業 概 要 ・社会福祉協議会事業、地区社会福祉協議会事業、社会福祉団体事

業、山武市が実施する事業にマイクロバスの貸出を行う。 

期待される 

効 果 

・社会福祉協議会及び関係団体が実施する事業の交通手段としてマ

イクロバスを活用することで、参加者が安心して参加することが

できる。また、参加者の外出する機会が増え、参加者同士のコミ

ュニケーションの促進につながる。 

・賛助会費の増加 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・現車両は経年により老朽化が進んでいるため、今後の運用につい

て検討する。 

年 次 計 画 ・マイクロバスの貸出（随時） 

・運転協力者の確保（原則利用団体で確保） 

・マイクロバス運用についての検討（新車両の導入等） 
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⑷ 災害時及び緊急時のサポート 
 

 

  ①災害対策と災害当事者への支援事業の実施 

事 業 概 要 ・災害時に地域の情報をいち早く収集・発信し、地域住民がお互い

に助け合える環境を構築し推進するため、各種活動を展開する。 

期待される 

効 果 

・災害に備え、市民の防災・減災・縮災の意識を高めることにより、

災害が起きた際に被害を最小限にとどめることができる。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・災害時に地域の中で支え合えるネットワークの構築と助け合える

災害支援ボランティアの育成に取り組む。 

年 次 計 画 ・防災・災害支援ボランティアのネットワークの構築 

・災害時初動体制の確立 

・災害時におけるボランティア活動の推進 

・一般市民に対する防災意識の向上のためのＰＲ活動 

・災害支援ボランティア講座の開催 

・千葉県内社会福祉協議会災害時の相互支援協定に基づく活動 

 

②交通遺児援護基金による見舞金等の交付 

事 業 概 要 ・陸上交通事故などで父母等を失った 18 歳未満の交通遺児激励の

ために見舞金など担当民生委員を通じて交付する。 

期待される 

効 果 

・交通遺児に見舞金等を交付し激励を行うことで、安心して勉学に

励むことが期待できる。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・対象者の把握により見舞金等を交付する。 

年 次 計 画 ・対象者の把握により見舞金の交付（随時） 

・対象者に勉学奨励金・激励金・受験費用助成金の交付（年度末） 

 

  ③災害見舞金の交付 

事 業 概 要 ・火災、風水害及び地震その他の自然災害による被災者で、早急に

援護を必要とする方を救済することを目的に見舞金を交付する。 

期待される 

効 果 

・被災者へ速やかに見舞金等を交付することにより、再建の一助と

することができる。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・災害発生後、速やかに見舞金が交付できるように、行政と連絡を

密に図っていく。 

年 次 計 画 ・災害見舞金の交付（災害発生時） 

（社会福祉協議会、共同募金会、日本赤十字社） 
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⑵ 社会活動の場と手段に関する支援 

⑴  市民の社会参加促進と福祉人材の育成 

【Ｂ】社会参加の場の提供 

 

 

① ふくしのこころづくり講座の開催 

事 業 概 要 ・地域で福祉活動を行うために役立つ知識や社会福祉協議会の事業

などを学び、自ら地域福祉活動に取り組む人材を育成する。 

期待される 

効 果 

・社会福祉協議会や福祉活動の担い手の増加 

・地域課題の解決する自助力の強化 

・社会福祉協議会の認知度の向上 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・講座の企画、協議、実施 

・他機関との連携による開催 

年 次 計 画 ・講座内容の企画 

・講座の周知及び参加者の募集 

・講座の開催 

・参加者の福祉活動への参加促進と活動支援 

 

 

 

 

 

①山武市山武福祉センターの経営 

事 業 概 要 ・指定管理者として、市山武福祉センター条例に従い施設の適正な

経営（管理運営）を行う。 

期待される 

効 果 

・社会福祉協議会の認知度の向上及び信頼を得ることができる。 

・社会奉仕活動の拠点確保により地域の活性化が図られる。 

・社会福祉関係団体の育成及び連携の強化が図られる。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・山武福祉センター指定管理者事業計画に基づき適正な管理運営を

行う。 

年 次 計 画 ・施設の管理（浄化槽、消防設備の点検、清掃等）（適宜） 

・会議室等の利用許可及び取り消し、貸出業務（随時） 

・自主避難訓練の実施（年２回程度） 

・相談窓口の開設等（月２回） 
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  ②山武市成東老人福祉センターの経営 

事 業 概 要 ・指定管理者として、市成東老人福祉センター条例に従い施設の適

正な経営（管理運営）を行う。 

期待される 

効 果 

・社会福祉協議会の認知度の向上及び信頼を得ることができる。 

・高齢者の健康増進、教養の向上、レクリエーション活動の活性化、

仲間づくりや生きがいづくり等による健康寿命の延伸に寄与で

きる。 

・市内利用者の利便性の向上が図られる。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・成東老人福祉センター指定管理者事業計画に基づき適正な管理 

運営を行う。 

年 次 計 画 ・施設の管理（浄化槽、消防設備、受電設備等の点検、清掃等）（適

宜） 

・会議室等の利用許可及び取り消し、貸出業務（随時） 

・避難訓練の実施（年２回） 

・高齢者向け講座の開設 

・高齢者向け相談窓口の開設（月２回） 

   

③おとこの料理教室事業の実施 

事 業 概 要 【初級講座】 

・市内在住の料理（調理）の知識や経験の少ない男性で概ね 60 歳

以上、あるいは定年退職後の方を対象に基本的な指導を行い、自

身の食生活の自立及び家族の健康を保つ一助とする。 

【講座修了者の活躍の場の支援】 

・中級講座修了者による料理を通じた集いの場の運営を支援。  

知識や経験を生かし、食を通じて福祉活動の場で活躍できる人材

を育成する。 

期待される 

効 果 

・基本的な料理（調理）の知識及び実技を習得することができる。 

・参加を通じて仲間づくりや親睦を図る。 

・福祉イベント、子ども食堂、防災時の炊き出し等あらゆる場での

参加協力を得ることができる。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・交流と活躍出来る場所を増やす。 

・参加者が他の事業と連携し、担い手となる仕組みづくりに取り組む。 

年 次 計 画 ・初級講座１会場 ８回開催 

・集いの場での料理教室 ３会場 必要に応じて支援 

・事業の効果に基づき内容の検討  
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④イベント開催のための物品の貸出 

事 業 概 要 ・地域福祉活動（交流）を目的としたイベントなどを中心に物品貸

出しを実施する。 

期待される 

効 果 

・市民交流活動の促進につながる。 

・社会福祉協議会のＰＲ。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・定期的なメンテナンスを実施する。 

年 次 計 画 ・物品の貸出（随時） 

・物品の修理、整理（随時） 

・貸出事業のＰＲ 
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⑴ 支え合いと協働の地域づくり支援 

（生活支援体制整備事業） 

【Ｃ】豊かなくらしサポート 

 

 

 

①生活支援コーディネーターの設置 

事 業 概 要 ・介護保険施策の地域支援事業として、高齢者が安心して地域で暮

らし続けるための仕組みづくりを推進するため、第１層・第２層

生活支援コーディネーターを設置する。（市受託事業） 

期待される 

効 果 

・第 1層コーディネーターは高齢者の生活課題を広く捉え、ニーズ

に適した市民、組織、社会資源がつながるようにネットワークや

資源の開発などに取り組み、高齢者が安心して暮らせる環境を整

備することができる。 

・第２層生活支援コーディネーターが高齢者の個別の課題を受け止

め、個別ケースに対する活動が活発になることでより安心で豊か

な暮らしにつながる。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・関係機関との連携強化 

・第２層生活支援コーディネーターの活動充実 

年 次 計 画 ・生活支援コーディネーターの配置と活動強化 

・ケアマネージャーからの相談対応と支援 

 

②各種会議等の運営と参加 

事 業 概 要 ・関係機関との情報共有と共通課題に対しての協議を通じ、生活支

援体制整備事業を推進する。 

期待される 

効 果 

・関係者や関係機関が情報を共有し、高齢者の課題に対して幅広い

支援や連携した取り組みができるようになる。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・第１層協議体会議の開催 

・第２層協議体会議（個別ケース会議）への参加 

・他機関との連携強化 

年 次 計 画 ・第１層協議体山武市地域包括支援センター運営協議会部会（やさ

しいおもいでささえあおう会）の開催 

・市地域ケア会議への参加 

・生活圏域での第２層協議体（個別支援会議）の開催 

・関係機関会議への参加と支援 
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③「互助の地域づくり」と「地域のつなぎ役」としての活動 

事 業 概 要 ・地域高齢者の多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢

者の社会参加の推進を図る。 

期待される 

効 果 

・高齢者が自分らしく安心して暮らせる地域づくりを促進すること

ができる。 

・多様な協力者や団体と連携し一体的に高齢者の生活を支えるしく

みづくりを推進できる。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・転倒骨折予防プロジェクトを中心とした、関連事業の取組み強化 

・高齢者の社会参加の機会づくり支援 

年 次 計 画 ・転倒骨折予防プロジェクトへの参画 

・生活機能モニタリング測定会（わたしの健康プラス）への参加 

・認知症問題に関する活動支援 

・新たなつながりづくり推進プロジェクト 

・各協力団体との連携・調整会議等への参加と協力 

・市民に向けた積極的な情報発信と周知活動 

 

④地域力による介護予防活動の充実 

事 業 概 要 ・身近な地域でこころとからだの健康づくりを推進する団体に対し

「通い・集い・交流する居場所づくり事業運営補助金」を交付し

市民による介護予防活動を支援する。 

期待される 

効 果 

・市民が自らの健康意識を高め、健康づくりをすすめることで介護

予防につながる。 

・地域の中に通える場ができることで高齢者の社会参加につなが

る。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・地域包括支援センターや福祉事業所（ケアマネージャー）への情

報提供強化 

年 次 計 画 ・通いの場運営者の活動支援 

・補助金の交付 

 

 



16 

 

⑵ 住民参加・協働によるボランティア活動の推進 

 （生活支援体制整備事業） 

 

 

①ボランティア活動の相談・支援 

事 業 概 要 ・ボランティア・市民活動に関する理解と関心を深め、ボランティ

ア活動者・市民活動者との協働・連携及び支援を図ることにより、

地域福祉を推進する。 

期待される 

効 果 

・ボランティア活動及び市民活動の活発化により、子育て、高齢者

の生きがい、環境保全、治安維持等の地域課題解決に関し、一定

の寄与が期待できる。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・市民のボランティア意識の高揚。 

・誰もが担い手となり、活躍できる場の提供・開拓に努める。 

年 次 計 画 ・マッチング、相談支援 

・ボランティア保険の加入促進 

・ボランティア活動資金づくり支援 

・ボランティア活動の広報・啓発 

・ボランティア活動用資機材等の整備と貸出 

・ボランティアニーズの把握及び活動場所の開拓 

 

②各種ボランティア・市民活動講座等の開催 

事 業 概 要 ・ボランティア活動の促進と登録ボランティアの活動充実を図るこ

とを目的に開催する。 

期待される 

効 果 

・ボランティア活動及び市民活動が活発化することにより、子育て、

高齢者の生きがい、環境保全、治安維持等の地域課題解決に関し、

一定の寄与が期待できる。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・得意分野や興味が持てるような講座等を企画する。 

・講座等の参加者が、地域福祉活動へ移行できるよう、継続的な支

援を行う。 

・各種ボランティア講座を開催し、新規ボランティアの養成を行う。 

年 次 計 画 ・福祉施設等ボランティア受入れ連携連絡会議の開催 

・各種ボランティア講座等の開催 

・福祉体験学習サポーター養成研修会の開催 

・特定非営利活動法人（ＮＰＯ）研修会の開催 

・ボランティアニーズの把握及び活動場所の開拓 
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③おもちゃ図書館の開館 

事 業 概 要 ・障がいの有無に関わらず、楽しくおもちゃで遊べるおもちゃ図書

館を開館する。 

期待される 

効 果 

・遊びを通して、障がいのある子どもを中心に、子どもたちの心身

の発達を促す。 

・保護者同士や親子と地域との情報交換・交流を図り、地域ぐるみ

の子育て推進。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・ボランティアの協力を得ながら、定期的に開館する。 

・運営ボランティアの確保と育成。 

年 次 計 画 ・４か所で年 40回程度開催 

・おもちゃの消毒及びメンテナンスの実施 

 

④福祉教育の推進 

事 業 概 要 ・市民一人ひとりが地域の生活課題・福祉課題に気づき、共有し、

その解決に向けて協働していくとともに、地域住民の豊かな成長

と地域福祉の推進を図るために実施する。 

期待される 

効 果 

・学校の児童・生徒と地域が密接に関わることで、自らすすんで地

域活動に参加する市民が増えることが期待できる。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・若手ボランティアの育成 

・多くの市民が楽しみながら、福祉の教養を深めることができる機

会を検討する。 

年 次 計 画 ・福祉教育活動費の助成 

・学校福祉教育担当者連絡会議の開催 

・福祉体験学習の協力 

・多世代や企業などを対象とした福祉教育事業の検討 
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⑴ 権利擁護と自立支援の取り組み 

 （生活支援体制整備事業） 

２ 日常生活を支援するサービスの充実 

 

 

  ①成年後見推進事業の実施 

事 業 概 要 ・認知症高齢者や障がい者（知的・精神）などで判断能力が十分で

ない方の生活や財産等を守り、住み慣れた地域で安心して暮らせ

るよう支援するとともに広く市民に「成年後見制度」について制

度の周知及び利用促進を図る。 

・市民後見人の育成を行い活躍できるように推進していく。 

・相談体制の充実（定期相談所の開設） 

期待される 

効 果 

・成年後見制度の周知を行い、制度利用を知ってもらうことで、権

利擁護に務めることができる。 

・市民後見人の育成をすることで身近な後見人として活躍が期待さ

れる。 

・成年後見制度の細やかな相談を受けることができる。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・成年後見制度の周知、ＰＲ 

・市民後見人の育成 

・相談所の開設 

年 次 計 画 ・成年後見制度推進と権利擁護に関する啓発用パンフレットの作成 

・市民後見人の育成（フォローアップ研修の実施） 

・相談所の開設（年６回） 

 

  ②日常生活自立支援事業の実施（愛称：すまいる） 

事 業 概 要 ・日常生活を送る上で、十分な判断ができない方や、身体の不自由

な方が地域で安心して生活できるように支援することを目的に

実施する。 

期待される 

効 果 

・制度を利用することで、在宅や施設で安心して暮らせるよう生活

の安定が図られる。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・ニーズ増加傾向にあることから支援できる体制を整える。 

・事業周知を積極的に行い、担い手の発掘を図る。 

年 次 計 画 ・利用者の支援 

・生活支援員研修会及び情報交換会の実施（年１回） 

・生活支援員の確保（事業周知） 
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  ③法人後見事業の実施 

事 業 概 要 ・家庭裁判所の審判に基づき、法人として成年後見人となり支援を

行う。 

期待される 

効 果 

・後見人の需要が増加しているため受任できる体制を整えることで

必要な方の権利擁護が図れる。 

・成年後見人として受任することで専門家との連携や職員の資質向

上につながる。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・法人後見支援員登録により活動につなげる。 

年 次 計 画 ・利用者の支援 

 

  ④生活困窮者自立支援制度事業の充実・強化 

事 業 概 要 ・仕事や住まい、家計をはじめとした生活の困りごとや不安に感じ

ていることなどの相談窓口として、生活・就労相談室に相談支援

員（職員）を配置する。また、支援を必要とする個人の自己決定

を尊重し、個人の尊厳が護られる生活の実現に向けた援助を行

う。 

期待される 

効 果 

・住民の福祉課題をリアルタイムで把握することにより、地域の実

情に沿った社会福祉協議会サービスを提供することができる。 

・困ったことがあったらまずは社会福祉協議会へ相談してみようと

いう住民への意識付けも期待できる。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・相談者の意思決定に基づいた相談支援の実施 

・就労支援や生活相談、住宅支援など、包括的な支援体制の強化 

・更なる社会資源の開発と開拓 

年 次 計 画 ・自立相談支援事業の実施 

・生活困窮者自立支援制度の周知 

・社会的困窮者への自立支援 

・ひきこもり当事者・家族に対するサポート体制の拡充 

・就労困難者に対する相談支援体制の拡充 

・支援に向けた社会資源の把握と開発 

＜その他関連する事業＞ 

・フードバンク事業への協力と周知 

・子ども食堂開設に関する相談 
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⑵ 総合的な相談機能の取り組み 

 （生活支援体制整備事業） 

⑤各種資金の貸付等 

事 業 概 要 ・低所得世帯や障がい者・高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な

援助を行うことにより経済的自立・生活意欲の助長促進を図り、

安定した生活が送れるようにすることを目的に貸付を行う。 

期待される 

効 果 

・経済的な自立 

・生活意欲の助長促進 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・初期相談の充実 

・各事業担当者との連携 

・職員の相談支援力の強化 

年 次 計 画 ・福祉資金の貸付 

・生活福祉資金の貸付（県受託） 

・特別応急援護費の交付 

・職員研修（相談支援）の実施 

 

 

 

 

 

①心配ごと相談所の設置 

事 業 概 要 ・住民の日常生活上のあらゆる悩みを持つ方に対して積極的に相談

に応じ、問題解決に向け助言や援助指導を行うことを目的に、相

談所を開設する。 

期待される 

効 果 

・日常生活上のあらゆる悩みを持つ方に対して個々の問題解決、

または必要に応じて関係機関に連絡し、適切なる助言と援助指

導を行うことで地域住民の福祉増進につながる。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・市民が相談しやすい環境づくりに努める。 

・受付窓口で円滑な応対に努め相談員及び弁護士との連携を図る。 

年 次 計 画 ・心配ごと相談の実施 

・法律相談の実施 

・相談員研修会の実施 

・来談者へのアンケートの実施 
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②苦情解決相談の受付 

事 業 概 要 ・社会福祉協議会が行う福祉サービスに関わる苦情解決の仕組みを

整備することにより、利用者の権利を擁護し福祉サービスの適切

な利用を支援するとともに社会福祉協議会における福祉サービ

ス等の適正と信頼を確保する。 

・苦情解決に社会性や客観性を確保するとともに、福祉サービスの

利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため、第三

者委員を設置する。 

期待される 

効 果 

・利用者の権利擁護と福祉サービスの適切な利用を支援することが

可能となる。 

・職員の資質向上が図られる等。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・苦情を受けた際は解決に向け真摯に取り組み、利用者の立場や状

況に配慮し適切な対応を行う。 

年 次 計 画 ・事業別苦情受付担当者の配置（継続） 

・福祉サービスに対する苦情解決の受付（適宜） 

・研修会等への参加（適宜） 

・第三者委員の設置（継続） 

 

③虐待通報の受付等 

事 業 概 要 ・社会福祉協議会が提供する福祉サービスについて、虐待を防止す

るための体制を整備し、利用者の人権を擁護するとともに、利用

者が福祉サービスを適切に利用できるように支援することを目

的とする。 

期待される 

効 果 

・利用者の人権の擁護と福祉サービスの適切な利用支援等 

・虐待の防止等 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・利用者の人権の擁護、虐待の防止等のための体制づくり 

・身体拘束の禁止 

年 次 計 画 ・虐待の通報（発見）の受付 

・虐待防止委員会の開催 

・身体拘束適正化委員会の開催 

・職員研修会の実施 

・虐待防止のための計画づくり 

・虐待防止のチェックとモニタリングの実施 

・虐待（不適切な対応事例）発生後の検証と再発防止策の検討 
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⑴ 介護サービス関連の取り組み 

 （生活支援体制整備事業） 

⑵ 障害福祉サービス関連の取り組み 

 （生活支援体制整備事業） 

３ 自立生活を支援するサービスの提供 

 

 

①介護保険法に基づく第１号訪問事業（訪問型サービスＡ）の実施 

事 業 概 要 ・介護予防日常生活支援総合事業の「訪問型サービスＡ」事業者と

して、主に要支援高齢者を対象に生活援助等のサービスを実施す

る。 

期待される 

効 果 

・要支援者だけでなく、これまで要介護認定を受けなかった高齢者

へサービスを拡大して提供することで、市民全体の介護予防につ

ながることが期待できる。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・事業継続等について市と協議する。 

年 次 計 画 ・利用者の支援 

・市担当課との協議 

 

 

 

 

 

①移動支援事業の実施 

事 業 概 要 ・障がい者等が円滑に外出することができるよう、障がい者の移動

を支援する。 

期待される 

効 果 

・外出の支援が必要と認められる方に対して、移動支援サービスの

提供により、障がい者の自立の促進および生活の質の向上等を図

ることが期待できる。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・事業継続等について市と協議する。 

年 次 計 画 ・利用者の支援 

・市担当課との協議 
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②－１山武市山武福祉作業所の経営（自立訓練（生活訓練）の実施） 

事 業 概 要 ・利用者へ日常生活能力を向上するための訓練活動や社会生活全般

の相談支援を実施する。 

・自立訓練（生活訓練）では、日常生活で必要となる様々な能力の

維持や向上のための訓練や軽作業などを行う。 

期待される 

効 果 

・社会生活に関わる知識の向上及び日常生活を安心して過ごせるよ

うに生活の質の向上を図る。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・利用の促進及びニーズ調査 

・自立した生活ができるように社会資源及び地域ネットワークを活

用しながら支援を行う。 

年 次 計 画 ・広報等を使った事業のＰＲ 

・福祉関連事業所等のネットワークを通じ地域ニーズを調査する。 

 

②－２山武市福祉作業所の経営（就労継続支援Ｂ型の実施） 

事 業 概 要 ・利用者へ生産活動の機会を提供する。また、社会参加を目的とし

た自主的な福祉活動や各種事業等を実施する。 

・一般就労に必要な知識や能力の高まった利用者へ、就労に向けて

の支援をするとともに、就労後も定期的に定着支援を行う。 

期待される 

効 果 

・訓練等によりＱＯＬ（生活の質）の向上が図られる。 

・利用者の社会参加の促進 

山武福祉作業所 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・地域に暮らす障がいのある方への生活・就労支援の推進 

・支援のためのネットワークの構築 

・工賃向上計画の推進 

・利用の促進 

年 次 計 画 〇工賃向上計画の推進 

・利用者・職員のスキルアップによる作業効率の改善 

・新規内職作業（業者）の開拓及び自主製品売上の効率アップ 

・自主製品原材料費の価格高騰に沿った販売価格の見直し 

〇利用の促進 

・広報誌・ホームページ等によるＰＲ 

・教育機関や障害者支援機関等への働きかけ 

〇職員の資質向上 

・研修への参加や勉強会の実施（※虐待防止・感染症対策） 

・就労環境の改善（創意工夫）。職員の就労意欲・意識の向上 
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成東福祉作業所 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・支援ネットワークの強化 

・利用の促進 

・職員の資質向上 

・工賃向上計画の推進 

年 次 計 画 〇支援ネットワークの強化 

・関係機関と連携して利用者支援のネットワーク強化 

〇利用の促進 

・利用者へ生活・就労支援の推進 

・広報誌・ホームページ等によるＰＲ 

・教育機関や障害者支援機関等へ働きかけによる新規利用の促進 

〇職員の資質向上 

・研修参加や勉強会の実施 

〇工賃向上計画の推進 

・新規作業の受注 

・新規事業の開拓 

・自主製品の販路拡大 

松尾福祉作業所 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・利用者に継続的に支援を提供し、就労や生活の自立を促す。 

・円滑なサービスを提供するための支援ネットワークづくり。 

年 次 計 画 〇工賃向上計画の推進 

・個別支援計画に基づき、作業能力の向上を目指す。 

・業者との信頼関係を構築し、新たな作業や単価交渉をし、利益増

を図る。 

・自主製作品の新規開拓のための市場調査 

・新たな自主製品の作成 

〇利用の促進 

・相談支援事業所等の関係機関や、家族、本人との連携を密にし、

利用者のニーズに則した支援を行う。 

・広報・ホームページ等を利用した情報発信 

・相談支援事業所、ケアマネとの連携により、利用率の向上や新規

利用者を増やしていく。 

〇職員の資質向上 

・研修や勉強会を通して職員の意欲・意識の向上を目指す。 
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③－１山武市簡易マザーズホームの経営（児童発達支援事業の実施） 

事 業 概 要 ・児童発達支援事業では、成長や発達に心配のある利用児と一緒に、

遊びや規則正しい生活を繰り返すことで豊かな感情や感性を育

てていく（０歳から就学前の幼児） 

期待される 

効 果 

・基本的生活習慣の自立 

 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・個別支援計画書に沿って、一年間一人ひとりに合った支援を行う 

 

年 次 計 画 ・療育指導の拡充と利用の促進 

 

③－２山武市簡易マザーズホームの経営（放課後等デイサービスの実施） 

事 業 概 要 ・放課後等デイサービスでは、利用児の能力を育むために、集団で

は難しい課題をゆっくり丁寧に一緒に取り組み、友だちと一緒に

過ごすためのルールを身に付ける支援を行う（小学１年生から小

学３年生） 

・月１回理学療法士による個別指導を行い、遊びを取り入れ、楽し

みながら運動発達の促進を目指していく（18歳まで） 

期待される 

効 果 

・自分を知る学習、自分の強みを見つけることができる 

・友だちとのやりとりを楽しみながら、自己肯定感を育てることが

できる 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・個別支援計画書に沿って、一年間一人ひとりに合った支援を行う 

 

年 次 計 画 ・療育指導の拡充と利用の促進 

 

 ④感染対策の強化 

事 業 概 要 ・利用者の健康と安全を守るための支援が求められる障害福祉サー

ビス事業者として、感染を未然に防止し、発生した場合は感染症

が拡大しないよう、速やかに対応する体制を構築する 

期待される 

効 果 

・感染予防や具体的な対策を講ずることで、感染症が発生した場合、

職員が適切に対処することができる 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・事業所における感染に関する問題を把握し、問題意識を共有する 

・定期的に委員会の開催や研修等を実施する 

年 次 計 画 ・感染対策委員会の開催（３か月に１回） 

・感染対策指針の見直し 

・研修及び訓練の実施 
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⑴ 組織・運営に関すること 

４ 社会福祉協議会の基盤強化 

 

 

①評議員会・理事会・監査機能等の充実 

事 業 概 要 ・法人運営に係る重要事項の議決機関である評議員会、業務執行の

決定機関である理事会、理事の職務執行の監査を行う監事で運営

している。 

期待される 

効 果 

・各地域及び団体等から選出されている評議員、理事は、それぞれ

の立場から積極的に意見を出し合うことにより、地域の実情と社

会情勢に即した法人運営を図ることができる。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・適正な組織運営の実施 

・定款に定める評議員会及び理事会に関する規定を満たすため、役

員等の選出区分や選出方法の見直しをする。 

年 次 計 画 ・評議員会の開催 

・理事会の開催 

・評議員選任・解任委員会の開催 

・事業及び会計監査の実施 

・規程の見直し 

 

②委員会機能の充実 

事 業 概 要 ・各事業を円滑に進めるため、委員会を設置している。 

期待される 

効 果 

・評議員、理事、学識経験者から構成され、専門的事項について協

議することで、事業を円滑にすすめることができる。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・必要に応じて委員会を開催し、事業の充実及び改善等に努める。 

 

年 次 計 画 ・企画財政委員会の開催（適宜） 

・広報委員会の開催（年８回程度） 

・地域福祉委員会の開催（適宜） 
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③事業継続計画（ＢＣＰ）の策定 

事 業 概 要 ・通常業務の実施が困難となるような大規模地震及び風水害等が発

生した際、重要業務や福祉サービスが中断せず事業が継続できる

ように、事業継続計画(ＢＣＰ)を策定する。 

期待される 

効 果 

・事業継続計画（ＢＣＰ）では、通常業務の実施が困難となるよう

な災害の発生を念頭に、被害の想定、業務再開の流れとそれに要

する時間を明らかにし、災害発生時であってもできる限り福祉サ

ービスが提供できるようにする。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・災害の発生を想定して整備した各種マニュアルを整理し、発災後

これらのマニュアルが統合的に運用できるようにする。 

年 次 計 画 ・事業継続計画（ＢＣＰ）の策定 

 

④事務局体制の見直し 

事 業 概 要 ・社会情勢に対応した地域福祉のあり方を見据えた効果的な事務事

業の実施と、それを推進するための財政運営の適正化や効率的な

組織体制を構築するため、事務局体制の見直しをする。 

期待される 

効 果 

・事務事業が、効率的になる。 

・緊急時や災害時における組織体制の意識を図ることができる。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・事務局体制の見直し（拠点の確保、連絡所の業務） 

 

年 次 計 画 ・事務局体制及び人員配置の検討会議の開催 

・理事会への提案 
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⑤働き方改革への対応 

事 業 概 要 ・働き方改革の実現に向けて、職員個々の事情に応じ多様な働き

方が選択できるように労働環境の整備に努める。また、事業が

安定的に継続できるよう人材確保及び育成に努めるとともに業

務の効率化を図る。 

期待される 

効 果 

・事務事業が、効率的になる。 

・職員及び非正規職員の労働環境や処遇の改善が図られる。 

・職員の働きがいのある職場になる。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・行政へ職員の処遇改善についての働きかけ 

・働きやすい働きがいのある職場づくり 

年 次 計 画 ・行政との協議 

・必要となる改善項目の洗い出し 

 

⑥発展・強化計画の推進 

事 業 概 要 ・社会福祉協議会の将来像や目的を明らかにし、組織・事業・財務

等に関する具体的な取り組みを明示した５か年計画である。 

期待される 

効 果 

・2022 年からの５か年を通じ計画的に社会福祉協議会の組織と活

動を進めることができ市民サービスの向上につながる。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・地域福祉活動計画との連動を意識した活動の推進 

・次期計画策定準備（関係職員会議の開催） 

年 次 計 画 ・地域福祉活動計画の活動に合わせた発展・強化計画の状況確認 

・次期計画策定準備 

 

 ⑦事務所の検討 

事 業 概 要 ・事務局のある成東老人福祉センターは、老朽化により市の計画で

は、機能移転後、建物は撤去する予定である。市では、2026

年から 2030 年に複合化（移転）を検討しており、社会福祉

協議会の新たな拠点となる事務所の確保が急務となっている。 

期待される 

効 果 

・事務局だけではなく、社会福祉協議会全体として、事務事業の効

率を考慮した拠点の確保が期待できる。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・引き続き行政と協議する機会を持ち、社会福祉協議会としての要

望を伝える。 

・福祉の複合的な施設の検討 

年 次 計 画 ・行政との協議 

・理事会への提案 
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⑵ 財務に関すること 
 

 

①月次収支状況の分析 

事 業 概 要 ・毎月末日における合計残高試算表及びサービス区分ごとの月次

試算表を作成し、収支状況の確認及び分析を行う。 

期待される 

効 果 

・適切な財産管理と現状把握が可能となる。 

・予算（計画）と執行（事業実施）状況における事業達成状況の

把握が可能となる。 

・問題発生時における迅速な対応が可能となる。 

・年度末決算時の負担軽減による業務の効率化が図られる。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・適切な管理と執行状況の把握を行なう。 

年 次 計 画 ・現金及び預貯金の確認（毎月） 

・貸借対照表科目の整理（毎月） 

・合計残高試算表の作成（毎月） 

・月次試算表の作成（毎月） 

 

②指定管理施設の運営分析 

事 業 概 要 ・指定管理者として適切に指定管理施設の運営ができているか否

か分析を行う。 

期待される 

効 果 

・指定管理者としての資質向上、問題や改善点等の把握が可能と

なる。 

・提供サービスの質の向上が期待できる。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・各指定管理者事業計画に基づいた適切な管理運営 

・意見箱、アンケート実施等による課題等への対応 

・指定管理受託の継続 

年 次 計 画 ・市への月次報告書の提出（月 1回） 

・年度評価の実施（含む市モニタリング）（年 1回） 

・市関係課との協議、連絡調整等（適宜） 
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③会員加入促進（会員募集） 

事 業 概 要 ・一般会員、賛助会員、特別会員の募集を実施する。 

 

期待される 

効 果 

・社会福祉協議会の財源として、市内の福祉活動に寄与する。 

・社会福祉協議会事業について市民へのＰＲにつながる。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・一般会員加入促進、賛助会員・特別会員の周知 

・会員加入への理解促進（ＰＲ） 

年 次 計 画 ・会員加入への理解促進 

・広報誌、ホームページでのＰＲ 

・会費の使いみちをＰＲし、会費納入額増に努める。 

 

④赤い羽根共同募金運動の実施 

事 業 概 要 ・誰もが幸せに安全で安心して暮らしていける明るい社会を実現す

るため、思いやりとたすけあいの心を持ち寄る運動として募金活

動を実施する。 

期待される 

効 果 

・募金を通して福祉活動への参加意識を高める。 

・社会的弱者への思いやりとたすけあいの心を育てる。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・募金運動の認知度を上げる。 

・募金運動の実施 

年 次 計 画 ・募金の使いみちをＰＲし、募金実績増に努める。 

・施設や福祉団体等へ募金の協力を依頼する。 

 

⑤歳末たすけあい募金運動の実施 

事 業 概 要 ・共同募金運動の一環として「新年を迎える年末の時期に、支援を

必要とする人たちが、地域で安心して暮らすことができるよう、

市民の理解と参加を得て様々な福祉活動を展開する」ことを目的

に募金活動を実施する。 

期待される 

効 果 

・募金を通して福祉活動への参加意識を高める。 

・社会的弱者への思いやりとたすけあいの心を育てる。 

・支援を必要とする人たちが安心して新年を迎えることができる。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・募金運動の認知度を上げる。 

・募金運動の実施 

年 次 計 画 ・募金の使いみちをＰＲし、募金実績増に努める。 

・助成事業内容の見直しをする。 

・助成団体へ募金の協力を依頼する。 



31 

 

⑥日本赤十字社社資募集運動の実施 

事 業 概 要 ・生命と健康を守り、人間の尊重を確保するとともに、全ての国民

間の相互の理解、友情、協力および堅固な平和を助長すること等

を目的とし、その目的を果たすための事業活動資金としての社資

募集運動を実施する。 

期待される 

効 果 

・緊急時の救援や復興支援、予防活動              

・身近な人を救うため、健康安全に関する知識・技術の普及と啓発           

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・社資募集運動の認知度を高める。 

・法人社資の実績増に努める。 

年 次 計 画 ・広報紙、ホームページの充実 

・社資募集の実施 

 

⑦チャリティイベントの開催 

事 業 概 要 ・福祉に関する意識の高揚を図るとともに、市民相互の親睦と交流

を促進することを目的に、市民が主体的に参加するイベントを開

催する。 

期待される 

効 果 

・社会福祉協議会のＰＲ 

・市民の福祉に対する意識の高揚 

・地域の民間企業との関係づくり 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・市民が参加しやすいイベントの企画 

・協賛企業の開拓 

・広報活動の強化 

年 次 計 画 ・チャリティイベントの開催 

・新たなチャリティイベントの協議 
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⑶ 人材確保・育成に関すること 

⑧自主財源の確保（その他） 

事 業 概 要 ・財務基盤強化に向け自主財源の確保を積極的に行うとともに、省

エネ対策と無駄を省いた事務の合理化を行い適切な支出に努め

る。 

期待される 

効 果 

・自主財源が確保できる。 

・社会福祉協議会への理解、認知等の向上が見込まれる。 

・職員の意識、知識等の向上が図られる。 

・コスト等を削減することができる等。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・福祉バザーの開催など、自主財源の確保に努める。 

・省エネ対策等に取り組みコストの削減に努める。 

年 次 計 画 ・ミニ福祉バザーの開催（随時） 

・寄付金品の受領（随時） 

・実習生の受入れ（随時） 

・外部研修の講師としての職員派遣（随時） 

・関係組織委員会、調査会等の委員の受任（随時） 

・省エネ対策（通年） 

 

 

 

 

 

① 人材確保・育成（実習生の受け入れ） 

事 業 概 要 ・社会福祉協議会が実習施設となり、福祉専門職を志す学生に体験

する場を提供し、福祉専門職に求められる姿勢、態度、援助技術

などを身につける実地教育を行う。 

期待される 

効 果 

・次世代を担う福祉専門職の育成により地域福祉の質の向上及び推

進が期待できる。 

・実習生を受け入れることで、職員の教養を深め、資質向上が期待

できる。また、スキルの備わった新規採用職員の確保に繋がる。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・福祉専門職を養成する各種大学・専門学校等の実習に協力し、実

習生の受け入れを行う。 

年 次 計 画 ・養成機関との調整 

・実習先の調整及び実習計画の作成 

・実習の評価等 
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②役職員研修会の実施 

事 業 概 要 ・役員及び職員合同での研修会の実施 

・役員に対する研修会の実施 

期待される 

効 果 

・社会福祉協議会の使命や役割を理解し、役員及び職員がそれぞれ

の立場から意見を出し合い、市民の求めに応じた活動に取り組む

ことができる。 

・社会情勢の理解と新たな事業の取り組みなどについて、学ぶ機会

となる。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・役職員研修 年１回以上 

・外部機関が実施する研修会（オンライン研修会を含む）への参加 

年 次 計 画 ・役職員研修会 

・オンラインを活用した外部機関主催研修会への参加 

 

③職員研修会の実施 

事 業 概 要 ・社会福祉協議会職員としての意識向上、課題解決をするため研修

会を実施する。 

期待される 

効 果 

・社会福祉協議会が一丸となり、各部署と連携及び協力し合って、

日々の業務を意欲的に取り組むことができる。 

・内部研修では、職員が講師等を行うことにより担当業務の再確認

ができるとともに、他部署職員は業務内容を理解することができ

る。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・職員が講師等を行う内部研修を実施する。また、職員の資質向上

につながるような専門の外部講師を招いての研修も実施してい

く。 

・職員の資質向上のため外部機関が実施する研修会（オンライン研

修会を含む）の情報提供及び参加について働きかけをする。また、

研修会へ参加しやすいように、担当職員が不在でも対応できるよ

うな体制づくりを行っていく。 

年 次 計 画 ・災害ボランティアセンター運営に関する研修の実施 

・内部研修の実施 

・外部研修への参加（随時） 
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⑷ 広報・啓発に関すること 
 

 

①広報誌の発行 

事 業 概 要 ・社会福祉協議会及び事業への理解や周知等を目的に広報誌「きず

な」を発行する。 

期待される 

効 果 

・社会福祉協議会事業等をＰＲすることができる。 

・社会福祉協議会及び事業等への理解を深めることができる。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・魅力ある紙面づくりのために内容の充実を図る。 

・発行にかかる財源の確保に努める。 

年 次 計 画 ・広報委員会の開催（年８回） 

・広報誌「きずな」年４回（４月・７月・１０月・１月）発行 

 

②リーフレット・チラシの作成 

事 業 概 要 ・社会福祉協議会及び事業への理解と周知を図ることを目的にリー

フレットやチラシの作成を行う。 

期待される 

効 果 

・事業の周知、理解、情報提供等 

・社会福祉協議会の認知度の向上及び理解等 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・誰もが理解しやすい内容となるようなリーフレットや各種事業用

チラシを作成し情報提供、啓発等を行う。 

年 次 計 画 ・リーフレットの作成（適宜・更新） 

・チラシの作成（適宜・更新） 

 

③ホームページの充実 

事 業 概 要 ・社会福祉協議会及び事業への理解や周知等を目的にホームページ

を作成し効果的な広報活動を行う。 

期待される 

効 果 

・事業の周知、理解、迅速な情報提供等 

・社会福祉協議会への理解、認知度の向上 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・内容を充実させ情報発信の向上に努める 

・ＳＮＳの活用（新規） 

年 次 計 画 ・ホームページの更新（随時） 

・ホームページの活用と周知 
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④社会福祉大会の開催 

事 業 概 要 ・社会福祉の発展に功績のあった方や団体の顕彰及び誰もが安心し

て暮らすことのできる福祉のまちづくりを目指し、社会福祉の啓

発を図ることを目的に開催する。 

期待される 

効 果 

・多年にわたり社会福祉の発展に功績のあった方々を表彰し感謝の

意を表することができる。 

・社会福祉の啓発を図ることができる。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・社会福祉の推進に貢献された方や団体への顕彰 

・地域ぐるみ福祉のまちづくり作品の募集及び表彰 

・福祉活動のＰＲ 

・福祉活動をされている方々への感謝 

年 次 計 画 ・第 20回山武市社会福祉大会の開催（令和７年 11月 20日） 

・内容を企画する会議の開催 

 

⑤福祉イベントの開催 

事 業 概 要 ・市内で活動している福祉団体等の活動を広く市民の方に周知する

とともに、福祉への興味・関心・理解を広げ、だれもが暮らしや

すい地域となるよう、地域福祉の推進を図ることを目的として健

康福祉まつりを実施する。 

期待される 

効 果 

・市民全体に福祉への興味・関心・理解が広がることが期待できる。 

・社会福祉協議会のＰＲ 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・広報誌やホームページ等を活用し、より多くの参加者を募る。 

・イベントの内容や規模について、協力者の負担が大きくならない

よう検討する。 

年 次 計 画 ・健康福祉まつり（10月） 

 

⑥出前講座の実施 

事 業 概 要 ・山武市市民自治支援課で行っている市民出前講座において、市民

に向け社会福祉協議会のＰＲ活動を行う。 

期待される 

効 果 

・市民が社会福祉協議会の活動を知る機会となっている。 

 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・希望者（団体）への市民出前講座の開催（通年） 

 

年 次 計 画 ・希望者（団体）への市民出前講座の開催（通年） 
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⑸ 福祉団体の支援 
 

 

  ①山武市ボランティア連絡協議会の支援  

事 業 概 要 ・地域社会の福祉増進とボランティアグループの連絡調整・情報交 

換・啓発及び親睦を図ることを目的とする任意団体であるボラン

ティア連絡協議会の支援を行う。 

期待される 

効 果 

・ボランティア同士の交流と連携が促進され、ボランティア活動が

活発化される。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・ボランティア活動者の連携を促進するため、継続して支援する。 

年 次 計 画 ・役員会 

・総会 

・交流会 

・研修会 

・県内他市町村との情報交換 他 

 

②山武市身体障害者福祉会の支援 

事 業 概 要 ・市内に在住する身体障害者（18歳以上）で身体障害者手帳の交付

を受けた一般会員と同居の家族会員、会の趣旨に賛同協力する賛

助会員をもって構成され、障害者の福祉向上と会員相互の親睦、

資質向上を図るための当事者主体の団体である身体障害者福祉

会の支援を行う。 

期待される 

効 果 

・各種事業を通じて、障害者の交流を促進し社会参加の機会を増や

すことにつながっている。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・会員増につながる魅力ある会の運営を支援していく。 

・会員の積極的な事業運営を促進する 

年 次 計 画 ・役員会 随時 

・総会 年１回 

・会員交流事業「納涼会」「バザー」「友愛訪問」「新年会」 

「いちご狩り」などの実施 

・千葉県身体障害者福祉協会主催事業への参加 

・千葉県障害者スポーツ大会への参加 
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③山武市手をつなぐ親の会の支援 

事 業 概 要 ・市内に在住する心身障害児（者）の保護者の正会員、会の趣旨に

賛同する賛助会員をもって構成し、心身障害児（者）の教育、文 

化、福祉、就労等社会参加への積極的な援助や、会員相互の親睦

などを図るための団体の支援を行う。 

期待される 

効 果 

・各種事業を通じて、障害者本人及び保護者の孤独感をなくし、情

報交換と社会参加の促進を図る。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・会員募集の促進を図る。 

・会員のニーズに即した事業を検討実施する。 

・会員増につながる魅力ある会の運営を支援していく。 

年 次 計 画 ・役員会 随時 

・総会 年１回 

・障害者本人及び会員（保護者）の研修と交流事業 

・千葉県手をつなぐ育成会主催事業への参加（随時） 

 

  ④山武市ゴールドクラブ連合会の支援 

事 業 概 要 ・高齢期を楽しく、生きがいをもって、安心して暮らしていくため

に身近な仲間と支え合いながら、住みよい地域づくりを進めてい

く任意団体の支援を行う。 

期待される 

効 果 

・地域高齢者の社会参加、健康づくり、介護予防活動の推進 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・会員数及びクラブ数の増加 

・会員増につながる魅力ある会の運営を支援していく。 

年 次 計 画 ・役員会の開催 

・専門部会の開催 

・各種行事の開催 
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⑹ 第４次地域福祉活動計画の推進 

⑤山武市赤十字奉仕団の支援 

事 業 概 要 ・高齢者支援活動や児童の健全育成活動、防災活動、赤十字のＰＲ

活動などを行う任意団体の支援を行う。 

期待される 

効 果 

・日本赤十字活動の普及啓発 

 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・団員数の増加 

・団員増につながる魅力ある会の運営となるよう支援する。 

年 次 計 画 ・役員会の開催 

・各種行事の開催 

・災害支援 

 

 

 

 

 

①山武市地域福祉活動計画推進委員会 

事 業 概 要 ・地域の生活課題解決に向け住民や地域で活動している団体等が相

互に協力し活動するための計画として社会福祉協議会が策定し

推進している。 

・地域福祉活動推進助成事業の募集と審査を行っている 

期待される 

効 果 

・多様な立場の方が委員となり４カ年の計画を評価しながら推進し

ていくことで、進捗状況を確認しながら計画を推進していくこと

ができる。 

目 標 及 び 

実 施 予 定 

・計画評価及び次期計画策定のための職員会議の開催 

・地域福祉活動推進助成事業の周知強化 

年 次 計 画 ・地域福祉活動計画推進員会の開催 

・計画の進捗状況の確認（通年） 

・次期計画策定準備 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇地域福祉の推進とＳＤＧｓ 

 ＳＤＧｓとは、国際連合が掲げる持続可能でよりよい世界を目指す国際目標

のことです。「誰一人取り残さない」という理念は、地域共生社会の実現を目

指す本協議会の考え方と共通しています。 

本協議会では、ＳＤＧｓの実現を事業の基本的な方向性を示すものと位置付

け、地域福祉の推進に取り組みます。 


